
　中小業者に対する営業時間短縮の協力金、売り上げが半減した業者に対する支援金、一時金が支

給されます。日本共産党市議団は申請を支援しています。

　コロナ禍で５０％以上売り上げが減少した中小業者や時短営業に協力した飲食店に１日２万５００

０円の協力金などが支給されます。以下はその概要です。

時短営業や売上減の業者に支援金

　「水戸市事業継続特別対策支援金」は今年１月

から 3 月までの期間、前年または前々年同月比

の売上げが５０％以上減少した月がある場合に

個人事業主には１０万円、法人は２０万円支給

されます。

　県の時短協力金を給付された場合は、さらに

１０万円が加算されます。申請期限は 6 月 30

日までです。

（申請相談の窓口）

　水戸市商工課　０２９－２３２－９１８５　

県・営業時間短縮要請協力金

水戸市事業継続特別対策支援金

　茨城県営業時間短縮要請協力金は、今年４月

２２日から５月２６日までの間に飲食店などが

営業時間を短縮した場合に支給されます。

　午後８時以降、午前５時までの営業を取りや

めた場合に、１日あたり２万５０００円の協力

金が支給されます。

　４月２２日から５月２６日まで協力した場合

は８７万５０００円が支給されます。

（申請相談窓口）

　県庁　０２９－３０１－５３９３

　茨城県「営業時間短縮要請等関連事業者支援一
時金」は、①時短要請に協力した飲食店と直接取

引がある事業者、②外出自粛要請により直接影響

を受けた業者（対面で商品やサービスを提供する

業者）のいずれかが対象です。今年 1 月または 2

月の売上げが前年または前々年同月比で５０％以

上減少した場合に、２０万円の一時金が支給され

ます。市の支援金との併給も可能です。

（申請相談窓口）県庁０２９－３０１－５５５８
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◆支援金申請やワクチン接種について
　共産党市議団へお気軽にご相談ください。

ワクチン予約…電話つながらず
　水戸市で高齢者のワクチン接種予約が始ま
りましたが「コールセンターに電話がつなが
らない」などの声が寄せられています。市に
改善を求めています。情報をおよせください。

個人事業主　10 万円
法人　　　　20 万円

※時短営業で 10万円加算

1 月～３月の売上５０％減

最大 87万 5000 円を支給

 1 日・2万 5000 円
４/22 ～ 5/26　時短営業
※午後8時～午前5時の営業とりやめ

1 月か 2月の売上 50％減

①時短営業店との取引業者
②外出自粛の影響を受けた業者

【
対 
象
】

県・支援一時金20万円


